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・迷惑メール対策の見直しのため、幅広い関係者の参加を得て、1０月７日から研究会を開催
・平成１７年６～７月頃までに、検討結果を取りまとめ、公表予定
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検討内容検討内容

（１）特定電子メール法制定後の迷惑メールの状況の変化

（２）諸外国の法制度の整備等の状況

（３）法制度の在り方、電気通信事業者の取組の在り方、

利用者への周知啓発等の対応方策の検討

③技術的解決策③技術的解決策

送信者送信者 送信側
ＩＳＰ等

送信側
ＩＳＰ等

受信側
ＩＳＰ等

受信側
ＩＳＰ等

②電気通信事業者による自主規制②電気通信事業者による自主規制

迷惑メール等迷惑メール等

受信者受信者

①政府による効果的な法執行①政府による効果的な法執行

④利用者啓発④利用者啓発

⑤国際協調⑤国際協調

迷惑メール等

「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」について
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日本における迷惑メールの状況（特徴）

出会い系サイトの宣伝
８０%

その他
１０%１０%

注） ①②は、平成16年度に迷惑メール相談センター（（財）日本データ通信協会内）に寄せられた違反情
報提供（発信媒体の比率のみモニター機に届いた迷惑メール）を分析したもの（サンプル調査）。
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①　媒体（端末）

②　迷惑メールの内容

③　迷惑メール相談センターに寄せられた迷惑メールに関する申告件数の推移
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送信者電子メールアドレス表示部特定電子メールの送信に使用した電子メール

アドレス

特定電子メールの表題部の最前部未承諾広告※

特定電子メールの通信文より前電子メールで受信拒否の通知ができる旨及び

当該通知を受けるための電子メールアドレス

任意の場所特定電子メールの送信者の住所・電話番号

特定電子メールの通信文より前特定電子メールの送信者の氏名又は名称

表示場所表示事項

携帯電話の場合の表示（例）携帯電話の場合の表示（例）

From：aaa＠aaa.aaa

日 時 ：2002/７/1　12:00

件 名 ：未承諾広告※

<送信者>

・氏名又は名称：○○○○

・住所：東京都○○区○○町○-○

・電話番号：03-0000-0000

※ 当方からのメールが不要な方は、

「受信拒否」と表示して

bbb@bbb.comまでメールを送信し

て下さい。

通信文

特定電子メール（受信者の同意を得ずに送信される広告
宣伝メール）の送信にあたり、送信者に次の事項の表示
を義務づけ（第３条）

　① 特定電子メールである旨（⇒「未承諾広告※」）
　② 送信者の氏名又は名称
　③ 送信者の住所、電話番号
　④ 送信に用いた電子メールアドレス
　⑤ 受信拒否の通知をすることができる旨及び当該通知
　　 を受けるための電子メールアドレス　
等

表 示 義 務

受信拒否の通知をした者に対する特定電子メールの再送信を禁止
（第４条）

拒 否 者 へ の 再 送 信 禁 止

・自動生成プログラムを用いて作成した架空電子メールアドレスに
宛てて、電子メールを送信することを禁止（第５条）

・電気通信事業者は、一時に多数の架空電子メールアドレスに宛て
た電子メールが送信された場合には、その電気通信役務の提供を
拒むことができる（第１０条）

そ の 他

現行法制度の概要
（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（H14.7.1施行））
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１．措置命令に至るプロセス

２．過去の措置命令実施状況

平成１４年１２月２５日　東京都中野区の事業者（表示義務違反）

平成１５年１１月１１日　東京都中野区の事業者（表示義務違反） ※ 報告徴収を実施

平成１６年　４月１５日　東京都新宿区の事業者（表示義務違反） ※ 報告徴収を実施

　注：各事業者とも、措置命令後に違法メールを送信した事実は確認されていない。（→ 罰金刑の例はなし。）

特定電子メール法に基づく「措置命令」について

違法メールの受信者
から迷惑メール相談
センターへ情報提供

総務省から法違反者
に対して警告メール
を送信

報告徴収
の実施

立入検査
の実施

措置命令
の発出

違法性の確認 度重なる警告にも関わらず、違法
メールの送信を繰り返した場合

「未承諾広告※」等の表示を
行っていない送信者に対して、
表示義務を守るように命令
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１．送信者情報を偽った電子メール送信の禁止及び
直罰規定の整備

２．架空アドレスあてのメール送信を禁止する範囲の
拡大及び罰則の見直し

広告・宣伝メー
ル

営利目的で送信され
る空メール、友人を
装ったメール等も含
む
（措置命令違反に対
する罰則の強化）

広告・宣伝メー
ル

４．電気通信事業者による役務提供拒否事由の拡大

架空アドレスあてに
大量送信され設備に
著しい障害のおそれ

メール配信が大幅に遅延
するおそれがある場合等
の正当な理由がある場合

架空アドレスあてに
大量送信され設備に
著しい障害のおそれ個人が私的に利用

しているメールア
ドレス

個人が私的に利用
しているメールア

ドレス

企業等の事業用メー
ルアドレス

　特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を
改正する法律案の概要（平成17年3月11日閣議決定・国会提出）

３．特定電子メールの範囲の拡大

表示義務違反等
（措置命令）

表示義務違反等
（措置命令）

送信に用いたメール
アドレス等の送信者
情報を偽った送信
（措置命令＋直罰）

５．指定法人による指導・助言等の業務の登録機関に
よる実施への移行

登録機関による
指導・助言等の業務

指定法人による
指導・助言等の業務
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プロバイダ

迷惑メール追放支援プロジェクト
～プロバイダによる自主的対策をサポート～

スケジュール
　平成17年2月　試行運用開始
　　　　　 5月　本格運用開始

スケジュール
　平成17年2月　試行運用開始
　　　　　 5月　本格運用開始

迷惑メール
送信業者

総務省

③メール
の違法性
を認定

③メール
の違法性
を認定

④違法メールの
情報をプロバイ
ダに通知

②報告

迷惑メール

⑤利用停止

①受信した複数の迷
惑メールのヘッダを
分析し、送信側プロ
バイダを特定

（財）日本データ通信協会

モニター機モニター機



国際連携の推進状況（最近の動き）

平成１６年１２月８日　　　日仏定期協議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　仏のスパムの８５％が英語、７％が仏語。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　平成１６年６月に反スパム規定を含むデジタル経済法が成立。

平成１７年２月１０日　　　日伊定期協議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　伊では、携帯あてのスパム（ただしＳＭＳ）が最近増加。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　フィルタリングは通信の秘密との関係で認められてない。

　　　　　２月２４日　　　「国際的反スパム協力に関する共同声明」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＡＳＥＭ第４回電子商取引に関する会合（ロンドン））　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　欧州２５ヶ国、アジア１３ヶ国の計３８ヶ国が反スパム対策に共同で取り組む
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことに合意。

　　　　　３月　９日　　　ＯＥＣＤスパムタスクフォース第２回会合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　「アンチスパム・ツールキット」関係資料（各国の規制、国際協力に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取組、民間事業者の自主規制等）について議論。

　　　　　４月２７日　　　「スパム対策の協力に関する多国間ＭＯＵ」締結（公表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　豪・韓ＭＯＵ（2003年10月）をアジア１０か国／地域１２機関に拡大して締結。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 規制・執行や技術的解決策等に関する情報交換、相互訪問等を盛り込む。

　　　　　５月３～４日　　ＡＳＥＡＮ通信規制庁アンチスパムワークショップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　アジア地域における国際連携の重要性を確認。


